
令和 8年 1月 29日 

 

貸金庫をご利用いただいている皆様へ 

 

 

「貸金庫取引規定」改定について 

 

文化産業信用組合 

 

日頃より弊組合の貸金庫をご利用いただき、ありがとうございます。 

 

今般、お客さまが犯罪に巻き込まれることなく安心して貸金庫をご利用いただける

よう、「貸金庫取引規定」を令和８年４月１日に、別紙のとおり格納可能なものと望ま

しくないものを明記する等の改定を行います。 

 

なお、弊組合の貸金庫は、既契約者様は引続きご利用いただけますが、貸金庫業務

に求められる対応の厳格化に加え、追加の設備投資や更新は難しく、貸金庫の新規受

付は停止することといたしましたので、念のためお知らせいたします。 

 

 

１．文書  

貸金庫取引規定  

２．適用日 

2026年 4月 1日（水） 

以上 

https://www.bunka-shinyo.co.jp/kashikinkokitei_202604.pdf

